
和6年能登半島地震の被害を受けた事業者で、コンテナや仮設店舗
を設置して営業の再開を図る事業者に対して、経費を補助します。

穴水町営業再開支援補助金

以下の全てに該当している事業者
①石川県営業再開支援補助金の交付をうけることが確
定している。
②町内に住所又は営業所がある
③補助金を用いて設備を穴水町内に設置する

●補助率 自己負担分の2/3
●補助限度額 100万円

以下のものを観光交流課まで提出してください。
①穴水町営業再開支援補助金交付申請書
②石川県営業再開支援補助金の額の確定通知書の写し
③石川県営業再開支援補助金の実績報告書の写し
④補助対象経費の詳細が確認できる書類
（見積書・請求書等）

⑤法人の登記事項証明書の写し（申請者が法人）
⑥住民票の写し（申請者が個人事業主）

■交付対象者

■補助率・補助限度額

■申請方法



300万円 （2/3）

■補助イメージ

100万円
（2/3）

50万

自己負担分

穴水町営業再開支援補助金

※事業費450万円の場合

県営業再開支援補助金

■交付イメージ

県

申
請
者

町

①補助金申請

②交付決定

③実績報告

④額の確定 ⑤補助金申請

⑥交付確定

⑦請求

⑧補助金交付

【お問合せ】
穴水町観光交流課
0768-52-3790


